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１【提出理由】

当社及び当社連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該事象の発生年月日

平成26年５月２日（取締役会決議日）

 

（２）当該事象の内容

①　平成24年１月17日に当社施工中の工事現場（埼玉県　さいたま市）において発生しました火災事故に起因して、

平成25年３月期決算において保険金で回収可能な金額として見積もった444,970千円の「火災未決算」のうち、保

険会社から提示のあった過失相殺等124,843千円を「火災関連損失」として特別損失に計上いたします。

 

②　平成26年3月18日に当社施工中の工事現場（千葉県　旭市）における火災事故により、施主の物件に損害を与え

る事実が発生しました。

現時点において損害を受けた物件の復旧費用等として355,989千円が見込まれており、当該火災事故に起因して

毀損した物件に係る未成工事支出金336,899千円とともに、合計692,889千円を「火災関連損失」として特別損失に

計上いたします。

なお、当該工事は建設工事保険を付保しており、保険金の受領が見込まれますが、今後の工事の進捗を含め不透

明であり、上記の損失以外の損失の発生も見込まれます。これらについては、現在関係各所と損害額を精査中であ

ります。

 

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象により、平成26年３月期決算（個別決算及び連結決算）において、特別損失に「火災関連損失」として、

817,733千円を計上いたします。

 

以　上
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